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街
乙
の
猟
場
入
曾
制
度
に
就
い
て

第
間
十
巻

ノl

O 

第

fat 
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濁
乙
ω
漁
場
入
曾
制
度
に
就
い
て

岡
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iIE 
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品
屯

し

間
乙
出
場
制
昨
-t
に
漁
場
入
九
同
日
開
慌
の
ト
川
め

γ日
ゐ
?
心
地
位
な
明
か
い
し
、
比
九
の
成
立
。
惟
秒
山
一
渦
税
μ

d

b

、、

漁
場
制
度
及
び
よ
り
一
般
的
に
猫
乙
財
産
制
度
の
み
主
義
展
過
程
と
関
聯
せ
し
め
つ
¥
一
跡
づ
け
、
以
て
漁
場
並
び
に

拙
2'，::J 

漁
業
生
産
闘
係
の
諸
特
質
を
具
象
的
に
悶
明
な
ら
し
め
る
こ
と
や
、
或
は
叉
濁
乙
の
漁
場
入
令
閥
係
と
本
邦
の
入

漁
臨
(
及
び
漁
場
入
合
出
世
)
制
度
、
摘
出
太
利
の
《
ご
め
の
2
R
U
H
2
2
E伶

(
-
2
E
E
m
n
r
u、
英
土
口
利
の

町
宮
-
M
円
『
可
、

(じ

0
2
2
0ロ

共
他
諮
問
に
於
り
る
同
類
の
漁
場
諸
制
度
と
を
比
較
し
、

以
て
漁
場
入
合
開
係
の
共
通
型
ぞ
求
め
て

之
に
つ
き
研
究
を
準
め
る
が
如
き
こ
と
は
、

こ
の
小
論
稿
に
於
て
企
て
及
び
得
な
い
所
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
漁

場
整
理
上
特
に
意
義
の
大
な
る
漁
場
入
合
制
度
を
研
究
せ
ん
と
す
る
に
際
し
、
調
乙
に
於
け
る
入
合
漁
場
整
理
策

の
批
判
的
考
察
を
通
じ
て
之
が
杢
般
的
暁
究
に
進
み
入
る
前
に
、
先
づ
整
理
の
封
象
と
な
っ
た
入
合
漁
場
の
何
た

る
か
に
つ
い
て
極
め
て
簡
単
な
考
察
を
試
み
よ
う
と
思
ふ
。

漁
場
入
曾
関
係
の
意
義

C子
同町

油業法第十二傑以下。
右回文衣郎L土地線、有権史論'(岩波書広昭和二年)，衆文-!EYf::L入曾権論'C万
里閣 昭和六年)二六一頁，佐藤百喜L入舎櫨公権論.， (常盤一書!万 昭和八年)
二七三頁，原陣三L 日本自主業構制度概論寸(杉山寄席 昭和九年)，参照。
L. Hrühl，“ Fls C" hert::: i'~ ， in Elはu ・， ¥Vi.uterbuch d. Volk~川'in' ・ 3. .:'¥uli， [91'.1， 
S. 882. 
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漁
場
制
度
.
上
漁
場
入
合
開
係
の
何
七
る
か
に
就
い
て
は
、

セ一

従
来
未
だ
皐
者
聞
に
定
誌
を
見
r
t

る
肢
態
に
み
ド
、

そ
の
規
定
も
亦
一
一
設
を
被
い
て
ゐ
る

大
暗
に
於
て
次
の
雨
闘
係
を
合
せ
て
入
命
日
漁
場
岳
町
六
c一
号
乙

EEH口
E
L」
栴
し
て
ゐ
る
ゃ
う
で
あ
る
。
イ
多

〆
4

・‘町、

数
人
に
協
同
的
に
属
し
て
ゐ
る
一
漁
場
を
地
盤
と
し
て
各
人
が
共
上
に
個
別
的
に
漁
棋
を
行
使
す
る
闘
係
官
軍
純

叉
各
締
邦
漁
業
法
に
於
て
も
明
確
に
規
定
せ
る
も
の
稀
な
る
の
み
な
ら
や
、

力:
、に

同
一
水
界
部
分
上
に
多
数
出
棋
者
が
並
存
競
取
す
る
関
係
。

註
一
人
含
漁
場
山
概
念
的
規
定
じ
闘
し
「
一
従
来
二
見
解
が
封
立
し
て
ゐ
品
。
比
較
的
に
官
官
、
さ
文
献
じ
見
、
り
る
二
比
解
は
、
こ
山
下
に
多
数
の
人

絡
が
同
一
水
界
部
分
上
に
彼
等
に
協
同
的
「
い
附
田
圏
中
寸
る
一
抑
櫨
を
行
使
す
る
の
関
係
守
台
市
味
?
し
め
、
之
に
賢
し
、
入
曾
川
州
場
ロ
同
一
水
界
部

分
ヒ
に
各
般
の
漁
慌
が
閣
時
に
強
存
す
る
閣
係
に
し
て
、
各
局
酬
明
者
ば
他
-
U

品
川
、
機
者
の
械
利
に
依
存
せ

F
る
創
立
山
椀
別
世
本
有
す
と
僻
寸
る

首
ム
J
Jノ

5
c
q匂

h
4
0
川
人
午
、
ノ
い
一
/
仙
川
打
同

UY
リ
川
、
入
合
桃
川
市
川
唯
間
一
水
芥
部
分
上
に
於
げ
る
事
仙
川

μ阿川
m
u
行
使
d
j
り
と
布
出
、
和

、
U

者
ば
同
一
水
界
部
分
上
山
事
裁
漁
楠
山
間
凶
的
詐
立
が
所
説

λ
ん
引
い
机
肌
切
っ

h
k
誠
一
一
一
ぬ
る
む

右
掲
の
漁
場
入
人
前
日
の
規
定
に
就
い
て
次
の
諸
貼
に
向
同
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
先
づ
、
前
掲
雨
闘
係
中
前
者
は
主

と
し
て
奮
潤
乙
法
的
な
総
有
椎
闘
係
の
漁
業
に
於
け
る
一
表
現
で
あ
る
に
勤
し
、
後
者
は
羅
馬
法
的
な
在
的
倒
入

植
闘
係
を
内
容
と
し
て
ゐ
て
、
此
却
由
か
ら
或
は
前
者
を
特
に
純
粋
な
入
合
漁
場
と
呼
ぶ
場
合
も
あ
/
名
。
第
二
に
、

右
の
規
定
は
未
だ
充
分
に
明
確
な
規
定
と
は
言
ひ
待
な
い
。
何
者
、
沿
岸
地
主
の
地
先
水
界
上
の
漁
棋
や
叉
同
一

人
が
同
一
水
界
部
分
上
に
数
個
の
漁
樺
を
有
し
之
を
行
使
す
る
が
如
き
闘
係
は
、

常
然
之
を
入
命
H

漁
場
に
合
ま
し

む
べ
き
で
な
い
に
拘
ら
や
‘

右
規
定
は
こ
の
勤
を
明
か
に
し
て
ゐ
な
い
。
第
三
に
、
漁
場
入
台
関
係
の
一
般
共
遁

的
な
特
徴
が
多
数
人
が
法
律
上
正
嘗
に
同
一
水
界
部
分
上
に
漁
掛
し
得
る
貼
に
あ
る
が
、
斯
の
如
き
閥
係
が
果
し

窃
乙
の
漁
場
入
曾
制
度
い
就
い
日

第
間
十
巻

ノミ、

第
一
蹴

i¥、

!
!
1
1
1
 

S. A. ~foore ::md I-L S. ~1oore. い1' 11 1" 'Hi::，tnl'y anu Lnw ()f Fisheries~' ， London 
1903・pp・ 35-6，etc; James Pakn;on:，“A Tte::tt'ise on the Fishery LaW5 of 
the Cnited Kin日dom・， 2 Ed. Lnnr!ion 18:~3 ， p. 4. pp. 54-57・
~ 19， Gesetz betre官enddie Fisc1u:.rd der Ufereigentumer und die K.oppel6sc-
herei in der Pro引 ngIIannoャer~(;./6 18ヲ7:，? I， Gesetz bet問f.die 1ζoppelfisc-
herei im Reg.-Bez. Cas:司 11915 1:り08.

4) 

5) 



街
ア
U
一

ω
漁
場
入
舎
制
度
に
就
い
て

第
間
十
血
管

第

，t~ 

丹、

ノ、

て
イ
多
数
の
人
が
各
個
濁
立
の
漁
権
を
有
し
、
各
自
他
の
漁
植
者
と
相
並
ん
で
而
も
他
者
か
ら
は
樹
立
し
て
之
を

行
使
し
得
る
閥
係
な
る
か
ロ
多
数
の
人
が
本
商
品
分
割
し
得
べ
き
一
個
の
漁
樺
を
分
割
せ
十
に
共
有
し
、
各
共
有
者

f
r

‘、

が
該
権
利
の
行
使
に
参
典
す
る
漁
椛
共
有
闘
係
で
あ
る
か
ハ
一
個
の
漁
椎
が
多
数
人
よ
り
成
る
一
一
間
惜
に
不
可
分

協
川
的
に
麗
し
、
各
泊
扮
者
が
該
同
障
の
構
成
長
七
る
の
資
格
に
於
て
時
間
然
該
机
坊
の
伽
別
的
利
用
仁
参
興
し
符

志
の
聞
係
印
ら
ぬ
鳩
山
間
有
岡
山
情
的
閥
係
?
ぁ
，
Q

か
一
成
は
件
徴
収
問
、
い
芯
さ
l
m札
何
ぜ
る
他
人
の
市
場
上
の
役
椛

と
し
て
漁
椎
が
成
立
し
・
同
一
水
界
部
分
上
に
承
役
・
要
役
の
闘
係
営
形
成
し
て
ゐ
る
か
等
、
漁
場
制
度
の
原
理

上
厳
密
に
匝
別
し
て
取
扱
ふ
必
要
が
あ
る
に
拘
ら
一
中
、
上
記
の
規
定
は
漁
場
入
令
闘
係
の
貫
樟
的
内
容
に
鯛
れ
や
、

寧
ろ
唯
形
式
的

E
つ
炭
義
に
規
定
し
て
ゐ
る
に
過
ぎ
ぬ
。
併
乍
ら
他
国
に
於
て
こ
の
包
鞘
的
な
規
定
の
仕
方
も
杢

然
珂
由
の
な
い
詳
で
は
な
い
。
帥
も
イ
現
存
漁
場
制
度
就
中
特
に
入
金
漁
揚
制
度
は
永
き
澗
乙
の
際
史
的
後
展
の

結
果
成
立
せ
る
諸
闘
係
の
沈
澱
物
に
し
て
、
共
内
容
は
多
種
多
様
に
豆
り
、
此
等
を
類
別
し
て
ぞ
の
各
ゃ
を
也
切

、、，ノ

に
規
定
す
る
こ
と
は
法
律
制
定
の
技
術
上
不
可
能
な
る
と
ロ
漁
場
の
令
珂
的
利
用
を
阻
碍
す
る
姑
に
於
て
前
記
敦

〆
t
、

れ
の
闘
係
も
共
に
不
合
間
に
し
て
、
漁
場
整
聞
の
目
的
よ
り
せ
ば
、
敢
て
此
等
諸
闘
係
を
恒
別
す
る
よ
り
も
寧
ろ

庇
義
に
一
括
的
に
規
定
し
、
整
理
施
設
ぞ
講
や
る
を
以
て
望
ま
し
と
す
る
、
と
い
ふ
理
由
が
あ
る
か
ら
で
め
る
。

新
の
如
〈
に
、
原
到
上
明
確
に
匝
別
し
て
取
扱
ふ
べ
き
諸
闘
係
を
賞
際
上
は
直
別
し
難
〈
.
寧
ろ
夫
等
を
一
括

し
て
入
合
漁
場
と
定
義
す
る
を
可
と
す
る
の
貼
に
、
漁
場
制
度
の
賞
瞳
ぞ
成
せ
る
漁
場
の
本
質
的
な
諸
特
徴
と
近

代
法
律
闘
係
を
一
般
的
に
貫
徹
し
て
ゐ
る
側
人
自
由
の
原
則
と
の
聞
の
一
矛
盾
が
杭
つ
て
ゐ
る
、
と
解
す
べ
き
で

J )r. jur. H叩 s:¥!ulle了，“DieKoppt lfischerei e何人 }h1Tl:uT日 191'0，円 4- 7) L. 
Hrul】1.a. a目 0.;Dr. EucheI】berger，.・ Fischerei'~ in CQnnmd.Le五i~; ， "I-landv. orter. 
b町 hder Staatswissア 2λufl.;Dr. Adam Schwappach， ，，}，'o日 tpolitik，Jagd-und 
Fisch町 田politil.ζLeipzig 1894・弓 334
Art. "Die tischere問 chtl.Verhaltn. im J{eg>Bez. Ka臼 el':'(Fischercl.Zeitu昭 INr. 
O. Bd. 7 "907)日 83吋 lle1可叫hereidCT Cfcr口邑entum白 川leri¥djazenten自討cherei.
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内

¥ν
戸
i
J
R
事

あ
ら

i

フ
。
惟
ふ
に
、

一
般
法
制
の
近
代
的
個
人
自
由
主
義
化
に
件
ひ
漁
場
制
度
も
亦
漸
突
に
少
〈
と
も
形
式
上
は

此
一
般
的
な
詩
型
に
蹴
込
ま
れ
た
が
、
而
も
そ
れ
は
唯
制
度
上
、
形
式
上
の
こ
左
に
属
し
、
漁
場
白
曹
の
本
質
的

な
諸
特
質
は
そ
れ
に
依
っ
て
賞
瞳
的
な
嬰
化
を
蒙
る
こ
と
少
〈
、
訟
に
法
制
上
の
一
形
態
と
共
内
容
を
成
ぜ
る
漁
場

と
の
聞
に
不
趨
合
な
闘
係
を
生
じ
、
斯
く
て
現
存
漁
場
制
度
中
に
不
可
避
的
に
尚
ほ
幾
多
蓄
京
市
の
諸
闘
係
が
種
態

的
な
聞
係
と
し
て
時
間
存
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
入
命
日
漁
場
制
度
も
亦
そ
の
一
例
で
あ
る
。
然
ら
ぱ
、
伺
故
に
斯
の

如
実
喧
擾
態
的
な
複
雑
な
特
殊
な
漁
場
入
曾
闘
係
が
存
し
て
ゐ
る
か
。
こ
れ
を
明
か
な
ら
し
め
り
が
品
川
に
は
、
先
づ

入
九
回
川
漁
場
閥
係
宇
佐
後
生
的
に
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
第
二
に
漁
場
の
本
質
、
帥
も
自
然
利
用
方
法
と
し

て
の
水
田
仲
の
漁
業
的
利
川
の
本
質
か
ら
品
布
袋
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

入
曾
漁
場
の
成
立
過
程

入
命
H

漁
場
の
成
立
過
程
は
、

マ
ー
ク
ゲ
ノ
ソ
セ
ン

J
t
「
「

部
落
協
同
間
程
的
な
漁
場
関
係
か
ら
倒
人
自
由
的
な
漁
場
関
係
へ
の
分
解
的
綾
展

を
途
げ
来
っ
た
濁
乙
漁
場
制
度
全
般
の
批
判
展
史
を
反
映
し
て
ゐ
る
か
ら
、
共
研
究
は
骨
回
然
滴
乙
漁
場
制
度
全
般
の

後
展
過
程
の
研
究
を
通
じ
て
な
き
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
‘
こ
れ
を
詳
細
に
伎
べ
る
こ
と
は
出
来
旧
か
ら
、
以
下
臨
め

て
簡
単
に
其
の
一
梗
概
を
述
べ
る
に
止
め
よ
う
と
以
ふ
。

濁
乙
古
代
の
法
的
離
念
に
従
へ
ば
魚
は
無
主
の
動
物
に
し
て
共
採
捕
は
各
人
に
白
由
で
J

め
っ
た
、
'
F
』
伎
べ
ら
れ

て
ゐ
る
が
、
勿
論
之
ケ
近
代
の
個
人
自
由
主
義
の
立
味
に
解
す
べ
き
で
は
な
い
。
蓋
し
、
古
代
間
乙
で
は
共
会
領

濁
乙
の
漁
場
入
合
制
度
に
就
い
で

第
四
十
巻

丹、

第

披

ノヘ

Vgl. WeichseJ，“Uber gemeinsch::.Jllicbes Ei伊 ntu.m，Gemeinheiten und Ser-
vituten"， ;¥Iarburg， 18241 S. 1官.ι 日 VId白 VOfwart:s(菖ezitiert im l-Ians 
:Vluller，“Die Koppelfischer~i" ， S. 1:，19) 
街乙のt缶、場制度a.り研究はi阜つ 4 試みる?らちう参考文献も亦其場合に譲
ること〉する。
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加

乙

の

漁

場

入

合

制

度

に

就

い

亡

第

円

十

巻

一

八

四

ア

ル

ノ

シ

ヲ

司

ル

今

川

ノ

セ

リ

J

ン

γ
7

マ

ル

ウ

ゲ

ノ

域
を
通
じ
て
漁
場
は
組
有
財
産
の
一
一
構
成
部
分
と
し
て
部
落
協
同
盟
の
不
可
分
的
財
産
に
魁
し
、
協
同
盟
構
成

品
の
用
益
に
供
什
一
ら
れ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
。
漁
扮
は
絞
密
剖
有
な
意
味
ド
い
於
け
る
所
有
と
結
合
し
て
ゐ
て
、
完

丹、

四

第

却記

会
な
向
由
民
に
心
土
地
保
有
者
は
中
世
(
略
カ
ロ
リ
ン
ゲ
ル
朝
哩
さ

に
至
る
迄
彼
等
自
己
所
属
の
土
地
上
の
水
界
の
み

な
ら
や
、
紹
有

7
Y
ク
の
不
分
割
財
産
に
脳
す
る
金
水
旧
作
に
悦
携
す
る
こ
と
を
符
て
ゐ
た
。
漁
場
制
度
の
失
後
の

綾
田
胤
は
漁
師
ど
姉
妹
闘
係
に
め
る
仲
狐
・
日
刊
磁
場
の
制
度
の
そ
れ
と
阿
週
命
令
辿
h
J
J削
記
の
状
態
は
永
桶
廿
争
、

配
に
飢
く
よ
ら
耕
多
の
制
限
が
現
れ
れ
。
帥
ち
も
都
議
協
同
盟
内
部
に
忍
有
財
産
制
が
成
立
し
且
つ
諸
職
伎
の
世

襲
化
す
る
や
、
漸
次
大
土
地
領
有
制
と
身
分
階
級
制
が
成
立
し
、
部
落
協
同
躍
の
漸
徐
的
崩
撲
の
上
に
土
地
貴
族

制
・
症
闘
制
が
形
成
し
、
共
影
響
を
受
け
て
比
較
的
慶
大
に
し
て
魚
利
に
富
め
る
水
界
は
土
地
貴
族
・
荘
園
領
主

の
仁
め
に
国

5
=
%を
包
括
『
の
宣
言
に
よ
り
て
封
禁
せ
ら
れ
た
。
荘
国
飼
主
は
斯
く
て
中
世
期
の
進
か
に
従
ひ
水

勺
イ
ソ

ν
エ
ヲ
イ
レ
カ
ー
ル

界
土
に
漁
業
特
棋
を
設
定
し
、
比
較
的
成
大
な
水
界
特
に
揖
舟
の
使
め
る
河
川
上
に
此
特
棋
を
要
求
し
、
績
い

て
此
切
mwEHm巾
宅

gum『
と
館
主
が
河
川
交
通
に
劃
し
て
有
せ
る
監
督
樺
と
bet-
結
合
し
て
漁
業
的
利
用
を
合
む
流
水

ホ

1
ハ
イ
1

高
椎
を
成
立
せ
し
め
、
時
代
の
準
ひ
に
従
っ
て
領
主
は
狩
猫
場
に
つ
い
て
行
へ
る
と
同
方
法
を
以
て
盆
冷
廃
汎
な

水
域
に
百
一
っ
て
、
更
に
屡
ι
f

揖
舟
の
便
な
き
水
界
上
に
も
共
の
漁
業
的
専
用
特
棋
の
蹟
張
に
努
め
た
。
斯
く
て
法

的
観
念
の
殺
展
と
共
に
、
荘
国
領
主
の
た
め
の
利
用
椎
的
な
特
棋
が
公
法
的
な
規
律
監
督
権
的
な
漁
業
高
棋
と
共

、
、
、
、
、

に
成
立
し
た
の
で
め
る
。
勿
論
自
由
7

Y
ク
に
於
て
は
古
代
の
部
落
協
同
盟
的
な
油
揚
綿
有
闘
係
が
依
然
殆
ど
完

全
に
維
持
せ
ら
れ
、
混
合
?
w
y

ク
に
於
て
は
牛
ば
破
壊
さ
れ
た
が
尚
ほ
可
成
り
残
存
し
た
。
之
に
反
し
て
症
困
7

Bruhl， .1. a. 0.; Bt1chenbcrger， a. a. O. &“Die rechtI. Chdnung der Bilmenfi"，. 
cherei" (<ョ v.Schonberg.“HandlJllch d. pol. uel、on0Il1IC"，4 Au化 IIBd. J 
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Y

ク
に
於
て
は
7

Y
ク
住
民
の
自
由
な
漁
掛
が
排
除
さ
れ
、
共
上
に
領
主
の
排
他
的
な
専
用
棋
が
設
定
ぎ
れ
に
。

併
乍
ら
、
漁
場
の
荘
国
的
領
有
制
の
成
立
は
必
や
し
色
漁
場
の
全
利
用
が
領
主
の
直
管
下
に
濁
占
せ
ら
る
〉
に
至

っ
た
こ
と
含
意
味
し
な
い
、
寧
ろ
森
林
内
の
狩
猫
と
は
異
り
領
主
自
ら
漁
携
を
享
受
せ
る
こ
と
少
〈
、
大
瞳
に
於

て
一
定
の
償
責
賦
役
等
を
傑
件
と
し
て
領
民
の
利
用
を
可
成
の
範
閏
に
認
め
、
或
は
大
魚
・
貴
魚
の
み
を
、
或
は

規
模
の
大
な
る
特
殊
の
漁
掛
方
法
の
み
を
傾
主
の
専
属
左
し
、
他
は
領
民
に
許
し
に
。
更
に
領
民
相
互
間
及
び
部

落
相
互
間
に
あ
っ
て
は
、
漁
場
に
卦
す
る
諸
闘
係
は
依
然
多
〈
の
姑
に
於
て
奮
さ
部
落
協
同
盟
的
な
関
係
を
保
持

日

ν
ガ
!
山

し
て
ゐ
た
、

L
」
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
街
て
上
惑
の
漁
業
特
樺
は
聞
王
の
土
地
領
有
曜
の
形
成
に
附
随
し
て
成
立
せ

る
ち
の
で
あ
る
炉
、
ぞ
れ
は
、
或
は
問
主
の
狩
猟
特
権
の
一
一
悦
生
物
色
し
て
吋
丸
山
町
内
町
山
宮
山
内
一
日
-
P
R凶
作
昨
日
出
民
主
u

「

UJM川

K 
1151 
/~" 

s't， 

i

-

;

}

l

4

;

1

・
4

・

h
H
j
w
k
t
l
L
r
副
部
品
ト

J
t
t
i
t
L
u
k
e
ご
引
r
J
3
a
u
L
J
F
I
-
-
F
h
フ
上

mfJ4ト
r
v
U
4
J
r

M

l
引
で

I
ι
/し
割
引
メ
a

一

ご

λ
i
n
jて
b
I
l
d
f
v
v
d
仁
川
い
一
二
円
ν
峠
寸
よ
牛

L
4
4
1
市
T

万
ノ
叱

f
z
町、

l
t
f
z
c

=
ロ
ロ
]
『

E-g
と
し

τ観
念
せ
ら
れ
る
等
、

複
雑
な
色
の
で
あ
つ
に
。

此
の
闘
王
の
漁
業
特
樺
と
相
並
ん
で
、
他

の
諸
土
地
貴
族
色
亦
共
領
有
地
域
内
の
水
界
上
に
同
様
の
特
植
を
成
立
せ
し
め
、
彼
の
な
有
水
田
押
上
に
漁
棋
が
形

成
せ
ら
れ
に
の
で
あ
る

3

ス
タ
ブ
五

Y
朝
末
期
以
後
、
地
方
勢
力
の
形
成
と
借
閣
支
配
棋
の
衰
微
・
分
裂
と
に
伴
ひ
、
上
摘
の
漁
業
特
棋

色
亦
漸
次
諸
多
の
地
方
領
主
の
掌
中
に
移
り
、
更
に
封
建
的
関
係
の
確
立
と
主
従
身
分
的
支
配
隷
従
闘
係
の
成
立

と
に
仲
ひ
て
、
漁
業
特
模
は
或
は
封
建
家
臣
へ
の
采
邑
授
典
、
或
は
宗
俗
雨
筒
主
へ
の
寄
進
・
贈
典
、
或
は
都
市
・

ソ
ン
エ
レ
・
ソ
ン
フ
卜
『
ギ
レ

V
，

村
落
へ
の
授
棟
、
特
に
後
に
至
っ
て
都
市
の
殺
遣
と
商
品
経
済
の
進
歩
と
に
件
ひ
漁
匠
組
合
等
職
業
的
漁

摘
乙

ω泊
場
入
曾
制
度
に
就
い

L

第
附
十
巻

ノL
Jj 

第

披

一
八
五
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濁
乙
の
漁
場
入
合
日
制
度
に
就
い

第
間
十
巻

一
八
六

第

乱t

一
八
六

掛
者
の
仲
間
や
時
に
は
私
的
大
漁
業
者
等
に
劃
す
る
免
許
等
の
諸
過
程
ぞ
通
じ
て
、
分
割
・
譲
渡
せ
ら
れ
た
。
漁

業
特
樺
の
一
分
割
譲
渡
は
最
初
は
一
時
限
句
に
行
は
れ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
.

於
て
漁
業
特
棋
の
高
楳
性
と
利
用
樺
性
と
が
明
白
に
介
化
し
.
官民
ヨミ
は
治L
場主

iEt 涛Ir
し手く

て ;K
J二:代
級ムイ七
三支 Jレす
阿日fる
中高~~ に
を至
キf h 
す、

る 十
訟
に

止
ま
り
、
漁
場
は
彼
か
ら
按
擁
さ
れ
た
者
の
利
朋
棋
の
劉
象
と
な
る
に
至
つ
に
。
閣
官
氷
‘
漁
場
の
分
割
譲
渡
は
盆

。
同
慨
円
い
行
峠
れ
、
漁
場
の
細
分
は
ん
市
川
ん
吋
繁
く
な
り
、
児
に
貨
幣
粧
持
の
後
山
即
時
と
共
に
漁
場
も
亦
動
産
的
形
態
K
M
G

長

寸
F
O
r
仏
軍
り
、
的
割
分
制
の
勢
佐
叫
し
に
。
引
く
し
て
机
胡
に
政
い
て

ω
叡
A
Y
の
利
川
山
刊
の
机
械
も
亦
多
制
じ
分

岐
し
、
肢
に
中
世
末
期
に
は
漁
場
開
係
の
内
容
は
著
し
〈
複
雑
化
す
る
に
至
っ
た
が
、
之
に
加
ふ
る
に
、
羅
馬
法

の
椴
受
と
共
に
庚
汎
な
水
界
上
に
之
に
接
壊
せ
る
地
主
の
漁
楳
が
形
成
せ
ら
る
〉
に
及
び
、
一
層
共
の
複
雑
の
皮

を
加
へ
わ
い
の
で
あ
る
。
以
上
の
他
に
、
蓄
来
の
閉
山
伴
住
民
の
自
由
な
漁
掛
情
町
ず
り
沿
岸
村
落
住
民
一
か
常
然
そ
の
水

界
上
に
小
規
模
で
は
あ
る
が
自
由
に
漁
拐
し
得
る
の
制
度
や
、
滑
川
坪
村
落
民
が
主
ハ
村
落
内
の
水
界
上
に
自
由
に
白

#
軒

家
需
要
充
足
の
錦
の
漁
拐
に
参
輿
し
得
る
の
制
度
が
遺
存
し
て
ゐ
た
。
此
等
は
、
或
は
、
嘗
慣
の
黙
認
に
よ
る
共

の
残
存
物
'
と
し
て
若
〈
は
後
世
に
於
て
は
一
の
共
同
役
樺
と
し
て
、
同
一
漁
場
上
に
主
た
る
樺
利
と
相
並
び
重
複

し
て
存
摘
し
、
或
は
、
逆
に
奮
来
の
沿
岸
村
落
民
の
綿
有
漁
場
上
に
傾
主
特
楳
及
び
共
に
某
〈
諸
椎
利
が
重
複
し

て
設
定
せ
ら
れ
、
且
つ
身
分
上
若
く
は
物
上
の
負
曜
と
し
て
川
出
土
地
若
〈
は
漁
業
特
樺
の
分
割
移
譲
に
附
従
せ

る
場
合
に
も
形
成
せ
ら
れ
た
。

H
I

に
注
立
す
べ
き
こ
と
は
、
中
世
の
漁
場
制
度
後
展
の
結
果
、
漁
場
開
係
に
於
て

何
領
主
的
(
後
に
翼
的
)
高
樺
よ
h
差

せ

る

変

高

官

ぴ

之

に

某

き

そ

の

霊

的

仕

方

に

育

会

議

の

Adiazcnten自scherei，尚ほ之に関しては其成立を綜馬法より導き説!明せん t
する Hruhl; Buchen'berg日等と，燭乙水法より説明日』んとする者一 Lewald，
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結
果
成
立
せ
る
諸
構
利
ヨ
月

-Ed一
『
内
門
一
ユ
と
ロ
醤
慣
に
基
き
認
許
せ
ら
れ
に
漁
場
利
用
椎
(
特
に
部
落
機
有
治
場
の
個
別

的
利
用
構
)
及
び
y

ぞ
れ
の
種
冷
な
る
仕
方
に
於
て
分
化
努
展
せ
る
結
果
成
立
せ
る
諸
権
利
=
田
町
一
5
2
σ
2
2
E
m
z
A

と
を
.
事
賃
上
並
び
に
観
念
上
明
白
に
匝
別
し
得
べ
き
扶
態
を
生
十
る
に
至
っ
た
こ
と
、
日
疋
で
あ
る
。
以
上
略
遮

し
た
如
き
接
展
の
結
果
、
蹴
に
中
世
末
期
に
は
漁
場
開
係
は
同
一
水
界
部
分
上
に
於
て
き
へ
ち
屡
々
非
常
に
錯
維

し
、
多
種
多
様
な
諸
椴
利
を
含
む
合
成
的
な
聞
係
と
な
っ
て
ゐ
た
。
印
ち
、
漁
場
を
媒
介
的
契
機
と
せ
る
権
利
閥

ν
が

W

M

ヴ
凡

J
r
、
ル
ノ

γ
フ

ト

プ

ノ

、

ル

ン

ヤ

フ

イ

リ

ゲ

イ

ν

グ

勺

F

一
ル
ラ
イ
ウ
シ
グ

係
は
、
特
機
、
大
士
地
筒
有
制
、
大
農
場
筒
有
制
、
特
樺
菟
許
、
筒
主
(
及
び
政
府
)
に
よ
る
貸
興
、
村
落
・
部
落

的
閥
係
及
び
付
。
部
落

ω分
舎
に
依
る
諸
関
係
、
水
・
水
底
に
封
ず
る
な
あ
財
産
地
、

時
放
。
慣
行
等
に
よ
る
他

人
に
属
す
る
市
m
w
L
L
へ
の
漁
椛
の
取
得
、
相
繍
、

契
約
等
会
某
礎

EA1
る
諸
多
の
椛
利
ぞ
合
み
、
K
H
-
3
4
4
f
t
w

、

円
凶
H

J

t

|可

水
界
部
分
上
に
各
種
漁
権
が
花
存
重
複
す
る
闘
係
部
ち
漁
場
ス
合
同
開
係
が
必
然
的
に
有
立
し
わ
い
の
で
&
る
。

十
八
世
紀
末
よ
り
十
九
世
紀
初
に
及
ぶ
濁
乙
農
制
改
革
(
農
民
解
放
と
土
地
整
理
)
に
関
聯
し
て
、
前
記
の
中
世
濁
乙

漁
場
制
度
も
亦
漁
民
の
身
分
法
的
闘
係
の
解
放
と
漁
場
制
度
の
近
代
化
と
に
於
て
大
に
整
理
・
確
立
さ
れ
た
。
漁

民
の
隷
従
閥
係
を
慶
し
て
共
人
格
を
解
放
し
‘
漁
場
・
漁
植
に
課
せ
ら
れ
て
ゐ
に
諸
種
の
負
措
・
貢
租
・
賦
役
令
解

除
し
、
領
主
の
漁
業
上
の
一
切
の
特
構
を
近
代
岡
家
の
名
に
於
て
牧
奪
し
、
漁
棋
を
一
種
の
明
白
な
花
模
と
し
て

確
立
し
、
同
時
に
綿
有
的
な
漁
場
開
係
、
漁
場
上
の
諸
役
構
、
克
に
漁
棋
に
随
伴
せ
る
岸
地
立
入
植
等
を
整
理
・

確
定
し
、
以
て
漁
場
利
用
の
白
白
集
約
化
を
促
す
こ
と
が
、
十
九
世
紀
中
葉
前
後
に
相
頑
い
で
制
定
さ
れ
た
各
聯

邦
撒
業
法
共
他
諸
法
令
の
主
た
る
目
的
で
あ
っ
た
。
近
代
漁
場
制
度
は
、
奮
来
の
漁
場
制
度
上
の
諸
制
限
を
打
破

濁
乙

ω漁
場
入
曾
制
度
に
就
い
干

第
円
十
品
世

ノ、

F じ

第

，JJ< 

一
八
七

Friedrich 13回 tehorn.“DiegeschichけLchenEntwicklung de，'5 markischen Fiscll-
erelWピ~en.s 'J ， :!"'lnrbnrg 19103，弓.[7 
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窃
乙
め
抽
侃
場
入
舎
制
度
に
就
い
「

第
四
十
巻

A 
A 

第

盟主

A 
J九

し
、
之
に
自
由
主
義
的
・
個
人
在
樺
的
な
睦
制
を
附
興
し
た
も
の
と
し
て
、
大
に
立
義
が
あ
る
。
併
乍
ら
、
他
面

に
於
て
、

一
般
的
な
解
放
的
諸
法
令
が
、
従
来
漁
場
に
闘
し
て
保
持
せ
ら
れ
て
ゐ
た
村
落
・
漁
匠
組
令
共
他
諸
岡
艦

内
部
に
於
げ
る
規
則
・
慣
行
を
も
打
破
し
、
水
界
を
し
て
未
確
定
の
錯
綜
せ
る
権
利
闘
係
の
下
に
多
数
の
各
種
漁

椛
者
一
か
個
人
自
由
主
義
的
に
漁
利
?
追
求
す
る
比
威
信

d

舞
牽
た
ら
し
め
、

一
般
に
水
旧
作
の
漁
業
的
資
源
の
正
府
守
驚

〉

ノ

:
t
'ピ
'
司
、

F
F
Iし
み
J

B
刀
ふ
札

γ卜

近
代
漁
業
法
は
、

一
一
山
に
於

τは
右
越
の
如
く
漁
場
制
度
の
自
由
解
放
を
目
指
す
と
共
に
、
他

前
に
於

τ
漁
場
荒
廃
mw
防
止
と
水
払
保
認
と
の
目
的
土
漁
棋
の
行
使
・
底
分
の
自
由
に
劃
す
る
制
限
を
自
己
の
課

題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
倍
て
漁
業
法
は
他
の
諸
法
令
と
共
に
、
先
づ
水
界
を
共
法
的
性
質

に
謄
じ
て
分
類
し
共
の
鴎
属
を
分
明
な
ら
し
め
、
併
せ
て
漁
場
の
蹄
届
闘
係
を
明
確
な
ら
し
め
て
ゐ
る
が
、

ぞ
れ

は
公
法
・
私
法
の
形
式
的
匝
別
に
則
り
、
個
人
主
義
的
原
則
に
遵
っ
て
ゐ
る
。

叉
奮
京
市
の
錯
雑
な
闘
係
争
』
整
理
し

つ
〉
水
界
の
漁
業
的
利
用
の
権
利
闘
係
を
確
立
せ
ん
と
し
た
が
、
此
場
合
に
も
原
則
的
に
は
形
式
的
な
個
人
自
由

主
義
が
自
己
を
貫
徹
し
て
ゐ
る
。

而
も
漁
業
法
は
未
だ
完
全
に
嘗
来
の
漁
場
関
係
の
複
雑
な
形
態
佐
清
掃
し
得

ゃ
、
漁
場
入
曾
闘
係
の
如
き
も
新
形
態
の
下
に
一
層
不
令
現
な
闘
係
と
し
て
残
存
し
て
ゐ
る
。
然
ら
ぱ
近
代
漁
場

制
度
の
下
に
於
て
漁
場
入
命
日
闘
係
が
如
何
に
し
て
存
立
し
て
ゐ
る
か
。
ぞ
の
一
般
的
背
景
を
明
か
な
ら
し
め
る
た

め
に
、
主
と
し
て
普
魯
誕
漁
業
法
に
撮
り
て
近
代
漁
場
制
度
を
概
説
し
よ
う
。

ス
タ

i
y
レ
力
l
ル

公
水
上
ゆ
漁
業
は
岡
家
特
権
に
麗
し
、
私
水
上
の
漁
業
は
該
水
界
功
所
有
者
、
若
く
は
此
上
に
他
物
棋
と
し
セ

#
#
 

滴
立
の
物
椎
(
漁
櫨
)
を
有
す
る
者
、
叉
は
沿
岸
地
ム
町
主
、
沿
岸
町
村
の
椛
利
に
属
す
る
。
之
L
」
並
ん
で
公
在
雨
水

Dr. Hans Stro:meyer.“2ur Geschich te der badischen 寸;'.'Iscber口Infte':，K.arlsruhe 
1910; von A. ¥Vill<c，“Die Ge!>chichte der F出chcrgi. l恥叩 !la"ell)erg~~ (Jleft 
32 “Prignitzer Volksbucher

H
); I-:lans 'Yiedem:mn， ・・Ll :õ~s Augshurger F.ischcrhD-

ndwcrk in dげ Zeit¥'on 1276 bi~ 1806"， ~l1g~burg 19IOi 1)1". ¥Y. Koch，“わ1"
G出 chicl山 d町 Bin問 ntischerei，'on Miteurop.1" (Liderung 1. Rd. IY. "IIrmd 
buch der Binnenfischclci l¥litenropas"， ~tltttg九rt 19川町}



ン

ガ

ー

ル

フ

ヱ

ル

ラ

ペ

ウ

ン

グ

ア

リ

ザ

イ

ν

1

グ

ν

!

エ

ン

グ

ル

ン

ト

・

グ

!

ソ

~

μ

界
上
に
数
多
の
漁
植
が
、
醤
時
の
漁
業
特
棋
の
貸
典
、
漁
業
特
樺
免
許
、
封
建
采
邑
制
的
.
大
土
地
筒
有
・
大
農

家
四
千
W
的
諸
醐
係
に
基
ゐ
て
存
立
し
て
ゐ
て
、
共
結
果
屡
冷
同
一
・
水
界
部
分
上
に
種
今
の
漁
植
が
相

E
に
盤
根

錯
節
し
て
存
立

L
、

公
水
上
の
漁

場
に
就
い
て
も
、

克
に
共
等
漁
植
の
相
麗
や
分
割
に
よ
り
て
愈
ι
二
金
々
複
雑
化
す
る
。
例
へ
ば
、

ス

フ

エ

ル

一

フ

イ

ワ

ン

グ

F
ウ
ル
ク
ン
ヂ

岡
庇
の
漁
業
特
棋
は
貸
附
文
書
の
範
閣
内
で
之
を
私
人
に
排
他
的
に
譲
渡
し
得
る
と
の
推
定
が

妥
営
し
.
叉
四
四
年
の
時
品
川
に
よ
り
て
漁
棋
が
事
賃
上
の
行
使
範
聞
に
於
て
問
庫
の
特
樺
と
共
の
前
述
の
如
き
一
議

波
と
に
封
抗
し
て
取
得
せ
A

り
れ
、
而
も
斯
の
場
合
に
も
漁
場
利
用
の
共
同
的
参
典
の
禁
止
を
明
記
さ
れ
ぎ
る
限
り
、

威
川
怖
に
は
岡
山
車
白
身
漁
場
利
用
機
会
保
刈
回
し
て
ゐ
る
。

又
流
水
た
る
t

ど
否
ー
と
に
拘
ら
や
凡
て
在
水

K
に
於
て

は
、
市
中
地
主
一
小
企
ハ
所
有
地
の
延
長
に
際
じ
て
水
界
の
中
線
に
至
る
範
間
内
に
水
船
水
底
及
び
具
、
明
会
利
用
に
就
い

て
の
財
産
椛
を
享
有
す
る
か
ら
.
設
水
野
の
漁
業
的
利
用
林
は
官
熱
彼
の
則
廃
艇
の
一
一
点
生
物
又
は
似
の
所
有
地

-
ペ
ル
F

ド

ザ

ド

ン

附

の
従
物
と
解
せ
ら
れ
る
が
・
斯
の
沿
岸
地
主
の
漁
場
上
に
一
丸
に
別
個
の
漁
樺
が
渦
立
の
物
機
郎
ち
他
物
権
と
し

て
成
立
す
る
こ
と
が
出
来
、
而
も
之
に
依
っ
て
沿
岸
地
主
の
漁
権
は
原
則
的
に
は
排
除
せ
ら
れ
な
い
。
他
物
権
た

る
此
種
の
漁
植
は
、
或
は
人
格
上
の
負
携
・
役
樺
な
る
か
或
は
土
地
に
癒
合
せ
る
物
上
負
措
・
役
機
な
る
か
で
あ

っ
て
、
共
内
容
に
つ
き
で
何
等
の
制
限
な
き
場
合
と
魚
の
種
類
・
漁
法
・
倒
人
的
必
要
充
足
範
閣
内
に
於
て
等
諸

叉
共
の
棉
利
主
瞳
が
個
人
な
る
か
闇
躍
な
る
か
等
、
詳
し
く
は
多
種

多
様
で
あ
る
。
加
之
、
「
家
庭
的
必
要
の
た
め
の
・
食
卓
の
用
に
供
す
る
た
め
の
大
小
漁
業
者
の
権
利
」
と
呼
ば
れ

制
限
の
課
せ
ら
れ
て
ゐ
る
場
合
主
が
あ
り
、

て
ゐ
る
漁
植
が
依
然
と
し
て
遺
存
し
て
ゐ
る
。
此
種
の
漁
憾
に
め
つ
て
は
漁
樺
享
有
者
は
漁
獲
物
を
輪
諮
販
責
す

濁
乙
の
機
場
入
合
制
度
に
洗
い

第
四
十
巻

第
一
旗

八
九

i¥ 
九
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濁
乙
の
抽
開
場
入
舎
制
度
に
就
い
寸

第
問
十
巻

1L 
0-

ゴL
O 

第

却k

る
こ
と
-T得
子
、

又
土
地
所
有
と
癒
着
せ
る
場
合
の
外
は
該
椎
利
を
賃
小
作
に
附
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
。
此

種
の
漁
椛
は
多
〈
沿
岸
住
民
の
最
も
原
始
的
な
漁
場
関
係
の
遺
存
物
と
し
て
存
立
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
併
し

ぞ
の
楳
源
や
形
態
色
亦
決
し
て
草
純
一
様
で
は
な
い
。

漁
業
法
及
び
他
の
諸
法
令
に
よ
る
漁
場
制
度
の
近
代
的
規
定
に
於
て
は
、
上
越
の
簡
単
な
概
観
に
よ
り
て
も
大

臨
窺
ひ
得
る
如
く
、
ト
ぃ
地
私
有
の
瓜
刑
が
漁
場
開
係
に
も
時
一
怯
せ
ら
れ
.
出
場
の
崎
脳
閥
係
及
一
が
悦
椛
力
山
川
崎
闘
係

が
土
地
在
有
と
の
闘
聯
に
於
て
一
一
コ
口
は
Y
属
地
主
義
的
に
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
。
郎
ち
、
土
地
花
有
と
結
合
せ
.
ざ
ろ
奮

憤
的
な
漁
椎
が
光
づ
第
一
に
整
聞
の
犠
牲
に
供
せ
ら
れ
、
漁
場
闘
係
に
於
て
も
椛
利
の
私
的
側
人
主
義
一
か
原
則
的

に
貫
徹
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
例
へ
ば
、
先
づ
上
摘
の
他
物
椎
的
漁
椎
は
一
八
五

O
年
三
月
二
日
「
地
役
椎
解
除
法
」
に

よ
り
て
之
金
解
除
し
得
べ
き
も
の
と
し
、
又
そ
の
時
放
取
得
は
漁
業
法
致
力
殺
生
時
迄
に
時
殻
完
結
す
る
場
人
口
に

限
り
て
之
を
認
め
、
且
つ
人
格
的
役
椎
た
る
漁
椎
は
之
を
一
八
七
二
年
以
降
土
地
原
簿
に
登
記
す
べ
き
も
の
と
定

む
る
等
、
既
存
の
椎
利
の
確
立
と
整
聞
と
を
同
り
、
併
せ
て
漁
植
の
殺
生
に
一
の
制
限
を
加
へ
て
ゐ
る
。
殊
に
奮

漁
椎
の
整
理
に
闘
聯
し
て
漁
業
法
の
近
代
的
立
義
の
特
に
頴
著
な
る
は
、
「
白
白
漁
掛
」
の
一
般
的
な
廃
除
に
め

る
。
上
に
屡
々
鯛
れ
た
如
く
、
陸
内
水
界
上
の
漁
掛
は
夙

t
よ
り
特
別
の
楳
源
を
基
礎
と
し
て
人
的
闘
係
に
結
合

せ
る
棋
利
の
一
に
屈
し
て
ゐ
に
。
例
へ
ば
沿
岸
に
位
置
せ
る
部
落
・
村
務
の
国
有
の
住
民
は
、
共
住
民
に
る
の
費

格
に
基
き
て
該
水
界
に
自
由
に
漁
扮
す
る
こ
と
を
待
て
ゐ
た
っ
然
る
に
漁
業
法
は
此
種
の
漁
棋
を
到
る
底
に
於
て

人
土
蕨
せ
ん
と
し
、
従
前
此
の
自
由
漁
林
の
存
し
て
ゐ
七
地
方
に
於
て
は
、
他
の
凡
て
の
土
地
所
有
と
結
合
せ
や
し

Pertinenz der Grundぉtucke;(E. A 日Chr(l~der ， a. J.. ('I 付 14i).
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て
益
住
民
の
享
有
し
不
り
た
る
漁
擁

'y」
共
に
、
之
を
和
政
ト
ド
『
市
川
叶
ー
忙
に
介
割
・
師
屈
せ
し
め
、
且
つ
此
等
町
村
を

却

し
で
該
漁
棋
の
行
使
を
賃
小
作
文
は
漁
業
者
指
定
の
方
法
ぷ
限
ら
し
め
て
ゐ
る
。
沿
岸
住
民
の
慣
行
的
な
自
由
漁

扮
は
近
代
漁
業
法
の
下
で
は
一
般
的
に
は
最
早
や
存
し
な
い
。

以
上
簡
単
乍
ら
、
漁
業
法
に
至
る
迄
の
硝
乙
漁
場
制
度
の
殺
展
舎
跡
づ
け
、
漁
業
法
に
於
け
る
出
棋
の
近
代
私

栴
的
確
立
と
奮
漁
場
関
係
の
整
理
土
に
欄
れ
た
の
で
あ
る
が
.
漁
業
法
に
於
て
も
葎
来
の
漁
場
闘
係
が
新
な
形
態

の
下
に
依
然
と
し
て
残
存
し
、
而
も
斯
〈
の
如
く
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
淑
棋
の
相
頑
・
分
割
譲
渡
が
自
由
に
行
は

る
¥
j

結
果
、
川
一
水
田
介
上
に
各
種
の
漁
植
が
川
時
的
に
設
存
す
る
の
股
思
味
不
避
的
に
唖
れ
る
の
で
あ
る
。
今
漁

業
法
の
下
に
除
け
る
漁
場
入
合
闘
係
の
嘆
立
原
悶
の
各
ゃ
に
立
入
っ
て
考
察
し
、

そ
れ
山
部
の
榊
利
の
法
律
的
内
容

を
吟
味
す
る
こ
と
を
得
な
い
か
ら
、
之
を
別
の
機
曾
に
一
説
り
、
左
に
項
目
的
に
列
揮
し
て
お
く
に
止
め
よ
う
土
凪

、

}

ノ

ア

ル

メ

三

デ

、

}

乙

ガ

ー

ル

V
〆

ふ
。
ト
奮
京
市
の
組
有
漁
場
闘
係
の
遺
制
二
領
主
特
権
の
遺
制
三
回
目
ロ
ロ
「

o
E
の
設
定
と
其
貸
奥
田
領
主
に
よ
る
釆

〆，‘、、

/

'

E

¥

J

E

、

、F

プ
ロ
1

I

J

ホ
1
7

、、ノ

邑
の
授
典
五
領
主
臨
附
嵐
の
漁
棋
の
授
典
六
慣
行
及
び
時
放
七
契
約
、
例
へ
ば
一
漁
構
の
多
数
者
に
よ
る
共
同
購

入
以
漁
纏
を
癒
合
せ
る
土
地
の
多
数
者
に
よ
る
共
同
取
得
九
普
魯
斑
漁
業
法
第
七
保
二
項
の
規
定
十
漁
棋
の
相
舗

/

，

‘

、

/

，

.

町

、

分
割
士
漁
植
の
不
備
に
采
中
る
自
稿
塞
奪
的
な
渦
植
者
の
漁
場
利
用
の
参
加
が
、
漁
業
法
の
下
に
於
け
る
漁
場
入

曾
闘
係
の
成
立
原
因
で
あ
る
。

回

漁
場
の
特
質
と
漁
場
入
曾
関
係

街
乙
の
漁
場
入
曾
制
度
に
就
い
ザ

第
川
十
巻

九

九

第

百五

c， 73. des Preuss. Gnmd. ? 12. J.es Prcuss. I~igentl1m~- l.md T::川 lf:'rbsgesetz;
huchordoung. 
~~ 6， 7， ctes Pr山出. FischelTi-Geidz 30;V 1874 
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調
乙
の
漁
場
入
合
制
度
に
就
い
「

第

放

第
四
十
巻

九

九

漁
場
入
命
同
闘
係
は
同
一
水
界
部
分
を
共
通
の
地
盤
と
し
て
各
種
の
漁
棋
が
北
存
し
行
使
せ
ら
る
ち
服
態
で
あ
る

が
、
斯
の
如
、
き
は
屯
代
の
絶
針
排
他
的
な
財
庭
な
有
制
の
原
則
に
針
す
る
賠
著
な
例
外
で
あ
る
と
一
五
は
ね
ば
な
ら

ぬ
。
前
漣
の
其
成
立
過
程
の
概
観
は
、

斯
か
る
閥
係
が
如
何
に
漁
椎
の
存
在
形
態
の
推
移
上
成
立
す
る
に
至
っ
た

か
、
叉
ぞ
れ
が
如
何
に
嘗
慣
に
基
ゐ
て
存
立
し
て
ゐ
る
か
を
物
語
る
が
、

未
だ
漁
場
入
合
闘
係
が
何
故
に
存
立
し

て
ゐ
る
か
の
潤
向
伝
充
分
に
説
明
し
て
ゐ
な
い
。
蓋
し
、
日
代
農
制
へ
林
一
制
サ
ペ
の
他
h

つ
い
て
は
鼓
に
鮒
れ
な
い
}
に
於
て
農

地
私
有
制
L
r
倒
人
山
山
主
我

L
r
M新
し
く
出
特
し
も
川
和
J

仰
叫
分
割
や
λ
和
地
盤
刊
一
及
び
ね
棉
解
除
が
甑
若
に
寅
行

さ
れ
、
比
較
的
長
期
間
伺
人
自
由
主
義
が
支
配
し
、
漸
く
二
十
世
紀
初
よ
り
(
特
に
世
芥
大
戦
後
に
於
て
)
土
地
所
有
の

自
由
に
劃
す
る
制
限
が
著
明
と
な
り
始
め
た
に
劃
し
て
、
漁
場
開
係
に
於
て
何
が
故
に
向
ほ
幾
多
奮
闘
係
が
清
掃

3
れ
や
に
残
存
し
、
可
成
り
の
形
態
的
襲
化
を
躍
で
ゐ
与
と
は
い
ヘ
ス
曾
漁
場
の
如
き
が
尚
ほ
庚
〈
存
顧
し
て
ゐ

る
か
、

の
開
由
が
明
か
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
此
の
問
題
は
漁
場
の
特
質
か
ら
論
じ
て
始
め
て
解
決
せ
ら
れ
る
で

あ
ら
う
。

漁
場
は
一
一
一
ロ
ふ
迄
も
な
く
水
界
を
地
盤
と
し
て
ゐ
る
が
、
水
界
の
諸
性
能
の
規
定
を
受
け
て
漁
場
は
.
土
地
殊
に

農
地
と
の
比
較
に
於
て
、
有
限
性
、
流
動
可
麓
位
、
相
互
依
存
関
聯
位
、
多
岐
利
用
性
の
四
属
性
を
以
て
共
特
質

と
い
一
、
閉
鎖
排
他
的
だ
る
よ
り
は
寧
ろ
著
し
く
公
開
協
同
的
で
め
る
。
漁
場
の
此
特
質
が
漁
揚
を
契
機
と
せ
る
漁

場
諸
閥
係
・
漁
場
制
度
に
如
何
に
具
現
し
て
ゐ
る
か
、
特
に
問
題
の
漁
場
入
命
日
闘
係
を
如
何
に
基
礎
づ
け
て
ゐ
る

か
、
是
れ
漁
揚
入
舎
闘
係
の
後
生
史
に
績
い
て
営
然
取
扱
は
ね
ば
な
ら
ぬ
問
題
で
あ
る
。

e 8 d同 PreUS5・ F.-G・ 30ハ~ 1874倫l王指乙諸地方じ lI自113滅携の制度の遺物
が存療しでゐる，例へば，へヴセシに於げる手釣方法に侠る自由I!!!.携 (Vgl
Scli-w'appach， a. ，1. O. S・ 334) やマグヂプルゲに於げる白性l潟、掛 (Vc!. L. 
B，uhJ， a. a. O. S. 883)の如き是である。
Hans MUller.“Die I{óppelfi~chereP' ， S. l?任
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水
界
は
、
多
〈
の
水
法
・
海
法
撃
者
一
伊
水
法
・
海
法
の
智
謀
原
理
と
認
め
て
ゐ
る
如
〈
、
極
め
て
多
方
面
的
に

利
用
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
共
の
漁
業
的
利
用
の
方
面
の
み
に
就
い
て
見
て
も
、
漁
場
は
多
〈
の
利
用
方
法
を
同

時
に
許
す
こ
と
が
出
来
る
、
蓋
し
水
界
の
漁
業
的
利
用
は
立
躍
的
で
あ
り
、
重
複
的
で
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。

従
っ
て
同
一
水
界
部
分
上
に
も
同
時
に
二
種
以
上
の
漁
経
傍
が
存
立
す
る
こ
と
が
出
来
、
叉
殊
に
簡
単
な
運
用
性

漁
具
を
以
て
す
る
漁
掛
に
あ
っ
て
は
水
界
の
生
産
的
占
有
は
会
〈
草
に
瞬
時
的
に
し
て
、
'
一
回
の
漁
掛
に
績
い
て

同
種
の
漁
掛
が
幾
回
ち
反
覆
せ
ら
れ
得
る
か
ら
、
同
一
水
界
上
に
多
数
の
者
が
漁
掛
に
参
興
し
得
る
こ
と
が
可
能

で
め
る
c

こ
の
外
、
時
期
を
異
に
し
.
卦
象
を
異
に
す
る
多
数
の
漁
慣
が
同
一
水
界
上
に
行
は
れ
得
る
こ
と
は
勿

論
で
あ
品
。
乙
の
貼
ほ
、
事
ら
平
岡
的
に
の
み
利
用
し
得
ベ
〈
、
農
作
物
の
悦
綾
上
生
産
活
動
炉
必
炊
山
一
定
期
間

の
共
の
占
有
を
必
要
と
す
る
農
地
に
謝
し
て
、
漁
場
の
著
し
き
特
質
を
な
し
て
ゐ
る
。
択
に
水
田
併
の
漁
業
的
利
用

は
一
般
的
に
は
採
取
的
に
し
て
自
然
所
奥
物
の

ぃ
。
従
っ
て
漁
場
の
生
産
性
も
亦
自
然
的
所
奥
の
形
態
に
於
て
存
し
、
之
に
勢
働
を
加
注
し
て
生
産
怯
を
増
準
す

nU
た
め
に
水
田
押
部
分
を
賞
質
的
に
劃
し
て
永
〈
之
を
占
有
す
る
こ
と
が
行
は
れ
中
、
漁
場
上
に
は
多
数
の
漁
掛
が

一
方
的
な
採
捕
で
あ
り
、

未
だ
育
成
的
利
用
に
迄
準
ん
で
ゐ
な

同
時
に
並
存
す
る
こ
と
が
出
来
、
従
っ
て
農
地
の
如
〈
に
、
絶
卦
排
他
的
な
個
人
の
所
有
・
用
益
の
構
利
が
一
定

面
積
の
水
界
上
に
樹
立
せ
ら
る
了
主
袋
し
な
い
。
勿
論
此
の
黙
に
闘
し
て
は
、
州
労
働
手
段
七
る
漁
具
の
性
能
と
其

私
有
制
と
か
ら
漁
場
の
排
他
的
個
人
的
支
配
の
要
求
の
生
じ
来
る
こ
と
も
否
定
し
得
な
い
し
、
又
養
殖
の
後
遺
に

.
伴
び
て
漁
場
生
産
性
の
保
持
増
準
の
た
め
の
勢
働
加
注
の
行
は
る
〉
に
至
る
や
、
一
定
水
界
部
分
に
劃
す
る
排
他

一
九
三

濁
む
の
泳
場
入
合
制
度
に
就
い
て

第
四
十
巻

第

宮島

九



宿
乙
の
漁
場
入
合
制
度
に
就
い
て

第
四
十
傘

九
四

第

宮古

丸
匹l

個
人
的
な
用
益
・
所
有
の
棋
利
の
成
立
す
べ
き
必
然
性
も
考
へ
ら
れ
ぬ
で
は
な
い
。
け
れ
E
も
、
漁
場
の
相
互
的

依
存
闘
聯
性
に
規
定
せ
ら
れ
て
、
漁
場
利
用
の
諸
形
態
中
協
同
形
態
が
最
も
優
越
的
で
あ
る
と
い
ふ
勲
、
又
漁
場

生
産
性
が
一
定
水
界
部
分
に
固
定
せ
中
流
動
可
晶
史
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ぞ
れ
の
保
持
増
進
の
に
め
の
勢
働

の
加
佐
と
離
も
決
し
て
個
人
的
に
行
は
れ
得
べ
き
で
は
な

t
、
協
同
的
に
の
み
行
は
れ
科
べ
き
で
あ
る
鈷
を
考
慮

す
れ
ば
、
出
場
上
の
個
人
自
由
主
義
的
聞
係
の
形
成
。
磯
肢
が
幾
多
の
制
隅
を
抑
制
切
の
性
閣
か
ら
受
け
ね
ば
な
ら

ぬ
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
此
等
諸
問
由
に
基
ゐ
て
、
近
代
法
制
一
般
が
個
人
主
義
的
に
鯉
系
づ
け
ら
れ
、
漁
場
制

度
も
亦
従
っ
て
原
則
的
に
は
前
述
の
如
〈
個
人
自
由
主
義
の
方
向
に
整
備
せ
ら
れ
、
漁
場
の
臨
鹿
及
其
用
益
が
在

樺
的
に
確
立

3
れ
て
ゐ
る
に
拘
ら
宇
、
向
ほ
此
形
式
の
下
に
奮
慣
を
基
礎
と
す
る
漁
場
入
合
関
係
が
複
雑
に
し
て

寧
ろ
襲
則
的
な
閲
係
と
し
て
存
績
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

五

漁
場
入
曾
関
係
の
不
合
理
性

入
合
漁
場
は
前
越
の
漁
場
制
度
史
を
背
景
と
し
漁
場
の
特
質
に
慕
き
て
、
近
代
漁
場
制
度
の
中
に
も
座
を
占
め

て
ゐ
る
が
、
斯
の
如
〈
に
存
立
し
て
ゐ
る
か
ら
と
云
っ
て
、
ぞ
れ
は
決
し
て
合
理
的
な
漁
場
闘
係
で
あ
る
と
は
言

ひ
得
な
い
。
否
寧
ろ
、
ぞ
れ
は
漁
場
闘
係
と
し
て
は
、
業
の
整
理
を
必
要
と
す
る
程
度
に
不
合
開
な
存
在
で
あ
る
。

漁
場
入
舎
闘
係
の
不
A
口
明
日
佐
は
、
然
ら
ぱ
如
何
な
る
鈷
に
あ
る
か
。

一
定
の
漁
揚
闘
係
の
合
理
的
な
り
や
否
や
の
基
準
は
一
般
的
に
は
、
前
掲
の
漁
場
の
諸
特
質
に
醸
じ
た
其
合
開



的
取
扱
に
役
立
ち
得
る
や
否
や
に
あ
る
が
、

克
に
且
一
躍
的
に
は
そ
の
時
代
b
冷
の
漁
場
利
用
の
技
術
的
殺
蓮
の

程
度
と
漁
業
極
端
桝
闘
係
と
の
考
察
を
以
て
之
を
捕
は
ぬ
ば
な
ら
ぬ
。
姦
「
い
此
等
諸
靴
に
立
入
り
て
詳
越
す
る
蓮
が

-
t
F

、
、
，
、
，
、

T
h
L

カ
t
一

先
づ
次
の
二
貼
を
指
摘
し
て
お
く
に
止
め
よ

入
舎
漁
場
の
不
合
理
な
諸
勅
を
論
宇
る
に
蛍
っ
て
、

ぅ
。
第
一
に
営
時
に
於
て
は
、
肢
に
永
き
中
世
の
聞
に
水
産
に
闘
す
る
知
識
が
徐
冷
に
蓄
積
さ
れ
た
る
と
共
貫
際

タ
イ
ヒ
ウ
イ
ル
ト
シ
ャ
フ
ト

的
膿
用
の
進
歩
せ
る
結
果
、
採
捕
技
術
の
向
上
に
加
ふ
る
に
養
殖
技
術
色
亦
大
に
遊
歩
し
、
菅
に
池
中
養
殖
の

み
な
ら
十
陸
内
水
界
の
開
水
養
殖
も
亦
著
し
く
後
遺
し
、
陸
内
水
田
介
の
利
用
は
師
に
養
殖
的
利
用
方
法
を
用
ゐ
得

る
程
度
仁
至
っ
て
ゐ
た
い
で
入
曾
漁
場
開
係
は
後
に
論
友
す
る
凱
〈
斯
mw
進
歩
せ
る
技
術
の
貫
現
に
針
し
一
の
阻

m長
I'I'~ 
?擬
仲

J& 

{7~) 

o 

火
心
、
営
時
一
」
於

t
J川
市
川
開
・
ぽ
最
円
十
や
沿
岸
住
民
の
況
時
拘
な
市
常
の
た
め
一
じ
は
な

し
に
、
漁
獲
物
を
商
品
と
し
て
販
頁
す
る
た
め
に
行
は
る
〉
に
至
っ
て
ゐ
た
。
商
品
超
漕
の
一
般
的
普
及
は
経
済

枇
合
組
織
の
個
人
的
自
由
主
義
化
を
促
進
す
る
が
、
漁
業
経
掛
の
商
品
経
済
化
も
亦
漁
業
経
済
の
佃
人
自
由
主
義

化
を
促
し
、
漁
場
色
個
人
的
自
由
な
漁
椎
行
使
の
針
象
と
な
っ
に
の
で
あ
る
。
蓄
時
代
の
入
曾
漁
場
に
於
て
も
同

一
水
界
部
分
上
に
多
数
漁
掛
者
が
同
時
に
並
存
す
る
姑
に
於
て
近
代
の
入
合
漁
場
と
異
る
所
は
な
い
が
、
共
利
用

が
嘗
て
は
沿
岸
住
民
の
自
家
消
費
を
目
的
と
し
、
従
っ
て
胃
壁
一
か
漁
場
の
集
約
的
利
用
に
一
の
限
界
と
な
っ
て
居

に
し
、
叉
醤
来
の
協
同
盟
的
な
諸
闘
係
が
佃
L
q

成
員
の
漁
場
利
用
に
或
る
制
限
と
規
律
左
を
割
附
し
て
ゐ
た
に
謝
し

て
、
商
品
経
済
化
せ
る
近
代
漁
業
経
梼
の
下
で
は
、
漁
業
者
の
胃
肺
の
限
界
を
謡
に
超
え
た
貨
幣
獲
得
の
た
め
の
一

集
約
的
利
用
と
、
個
人
自
由
主
義
的
な
漁
場
利
用
の
解
放
と
が
必
要
で
あ
つ
に
。
漁
業
法
は
此
の
必
要
に
臆
じ
て

四
四
る
の
揖
出
場
入
曾
制
度
に
就
い
ず

第
四
十
巻

第

披

一
九
五

九
五

筒車な叙述は， E_ .A... Schroeder， n.立 。 及 び Dr.Wilhelm Koch. a. .a. O. 
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濁
乙
の
漁
場
入
合
制
度
に
就
い
て

第
問
十
巻

九

第

拡'

丸

漁
場
に
闘
す
る
奮
京
地
の
不
確
定
な
植
利
闘
係
を
改
め
て
私
的
構
利
の
制
度
を
確
立
し
、
漁
業
者
の
漁
場
に
劃
す
る

剥
き
樺
利
ぞ
強
化
し
、
各
挽
棋
者
の
漁
権
行
使
即
ち
漁
場
利
用
を
彼
等
の
自
由
に
解
放
し
、
以
て
漁
場
の
集
約
的

利
用
に
道
ぞ
聞
い
に
の
で
め
る
が
、
併
し
斯
の
如

t
一
見
合
理
的
ム
」
且
は
る
う
近
代
漁
場
制
度
も
、
前
述
の
如
く

不
可
避
的
に

λ
合
漁
場
の
成
立
を
随
伴
し
、
而
も
漁
場
入
含
闘
係
の
下
に
各
漁
楳
者
の
自
由
な
な
利
追
求
の
結
果

た
る
漁
場
生
産
性
の
単
一
之
化
在
、
出
植
者
の
過
剰
化
及
び
漁
場
の
細
分
化
L
t
b
」
必
然
的
に
拙
〈
に
一
企
h
J
、
前
拐
の

出
場
的
特
買
い
ト
組
合
ぜ
る
北
ハ
の
公
開
的
な
利
用
方
松
1

1
即
も

h

民
範
掛
ノ
ド
時
あ
水
域
』
に
協
同
的
な
、
規
律
的

な
且
つ
貫
致
佐
の
大
な
る
愛
護
増
殖
的
施
設
を
貴
現
し
得
ぺ
き
漁
場
利
用
の
方
法
|
|
に
針
し
て
著
し
き
矛
盾
を

生
や
る
に
至
っ
て
、
共
の
不
令
理
性
が
露
は
に
な
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
入
命
日
漁
場
の
不
合
理
な
諸
鮪
は
大
凡
そ

次
の
如
く
に
約
言
す
る
こ
'
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。

第
一
に
、
漁
業
の
技
術
上
並
び
に
経
済
上
有
限
な
漁
場
の
生
産
性
を
維
持
し
若
く
は
積
極
的
に
之
が
増
誰
を
同

ら
h
u
が
た
め
に
は
、
漁
業
に
閲
す
る
側
の
み
に
就
い
て
見
る
場
合
、
イ
漁
掛
カ
ヤ
-
現
存
の
漁
場
生
産
性
に
順
鷹
せ

し
め
酷
漁
に
陥
る
を
防
止
す
る
目
的
上
、
一
定
面
積
の
水
界
に
於
け
る
漁
権
者
に
趨
営
な
欺
的
制
限
を
加
へ
、
漁

繕
者
と
漁
場
法
宇
佐
佐
と
の
比
例
闘
係
を
越
正
な
ら
し
め
る
こ
と
、
川
一
此
等
の
比
較
的
に
少
数
な
強
権
者
を
し
て
可

及
的
に
令
理
的
な
漁
揚
利
用
方
訟
を
講
ぜ
し
め
る
こ
L
し
が
、
必
要
で
め
る
。
然
る
に
、

λ
命
日
漁
場
闘
係
は
此
の
要

請
に
反
し
て
寧
ろ
漁
権
者
の
過
剰
化
、
漁
場
の
細
分
化
を
無
制
限
に
促
進
す
る
傾
が
あ
る
、
差
し

λ
舎
漁
揚
上
に

競
存
す
る
多
数
の
挽
棋
は
一
の
在
権
と
し
て
自
由
に
分
割
し
符
る
か
ら
で
あ
る
。
叉
各
漁
楳
者
が
漁
場
の
合
理
的



利
用
に
留
意
し
さ
へ
す
る
な
ら
ば
漁
樺
者
の
増
加
が
必
や
し
も
漁
場
の
袋
乏
化
を
背
ら
さ
ぬ
、

'Y」
言
ふ
こ
と
，
か
出

京
都
る
で
あ
ら
う
が
、
「
相
聯
れ
る
水
界
上
に
多
数
の
漁
樺
者
の
競
漁
す
る
時
に
於
て
は
、
立
法
的
保
護
の
手
の
加
へ

ら
る
〉
に
非
ゴ
れ
ば
、
会
一
人
の
全
人
に
卦
す
る
闘
争
を
避
け
る
こ
と
を
得
守
、
迭
に
水
族
棲
存
量
の
完
全
な
減
減

出

の
結
果
を
招
篠
す
べ
し
」
と
の
命
題
が
、
他
の
如
何
な
る
漁
場
闘
係
に
も
優
し
て
漁
場
入
曾
閥
係
に
特
に
妥
営
す

る
、
何
者
、
此
の
闘
係
の
下
に
於
て
は
各
漁
樺
者
は
特
別
の
制
限
の
な
き
限
h
ノ
自
己
の
樺
利
の
範
閏
を
顧
慮
せ
子
、

A
件。。

最
大
量
の
漁
獲
を
字
ひ
、
共
の
結
果
、
金
入
命
日
漁
場
と
之
に
聯
る
会
漁
場
の
侠
値
を
宰
し
か
ら
し
め
る
か
ら
で
あ
る
。
相

JG
 

白d
 

u
 

q
d
 

'
d
 

而
も
絶
え
や
隣
人
の
多
獲
に
到
す
る
羨
班
@
杷
憂
に
鞭
打
た
れ
っ
ち
、
自
己
の
漁
棋
を
無
制
限
に
行
使
し
て
可
反
的

第
二
に
、
入
命
日
淑
場
上
の
漁
樺
者
が
魚
古
放
流
共
他
の
方
法
LV
以
て
該
漁
場
の
荒
殿
ぞ
防
止
し
宥
〈
は
諸
積
の

州
場
保
融
施
設
な
識
や
ふ
こ
と
は
町
批
州
上
川
川
駅
じ
山
町
制
時
の
柑
荊
杭
鮒
ん
ι
臥
て
ぜ
ば
一
刊
献
で
め
あ
が
、
併
し
油
揚

の
用
盆
が
各
個
の
漁
植
者
に
個
別
的
に
樺
利
づ
け
ら
れ
、
而
も
個
ι
干
の
漁
樺
が
夫
ιr
別
具
の
樺
源
に
基
き
て
成
立

し
、
真
に
漁
棋
の
行
使
は
勿
論
共
の
慮
分
さ
へ
も
自
由
で
あ
る
結
果
必
然
的
に
漁
場
細
分
化
を
件
ふ
が
如
き
此
の

漁
場
入
命
日
闘
係
仁
、
此
の
種
の
純
訟
の
宜
際
的
殻
呆
を
期
待
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
。
法
一
皿
し
、
出
場
の
生
産

性
は
農
地
の
そ
れ
の
如
く
に
一
定
の
水
界
部
分
に
固
定
的
に
宿
っ
て
ゐ
る
の

C
は
な
〈
、
政
一

λ
反
卦
「
い
流
動
的
で

あ
り
、
頗
る
可
接
的
で
あ
り
、
相
聯
れ
る
水
界
部
分
の
聞
に
波
及
し
、
相
互
に
依
存
し
A
H
ふ
て
ゐ
る
が
故
に
、
自

由
競
争
裡
に
個
今
相
劃
立
せ
る
漁
樺
者
に
彼
等
自
己
の
計
算
に
於
て
す
る
愛
護
増
殖
的
施
設
の
宜
現
を
期
待
す
る

こ
と
は
、
殆
ど
全
〈
不
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
漁
場
入
舎
闘
係
は
斯
く
て
菅
に
入
命
日
市
場
の
内
容
の
損
乏
を

摘
乙
の
油
開
場
入
曾
制
度
に
就
い
日

一
九
七

第

放

一
九
七

第
四
十
巻

24) 



猫
乙
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漁
場
入
舎
制
度
に
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い
て
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四
十
巻

:1L 
A 

第
一
銑

一
九
八

惹
起
す
る
に
止
ま
ら
子
、
之
に
遮
る
全
水
田
介
の
漁
業
的
資
源
と
し
て
の
使
値
を
低
下
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。

第
三
に
‘
以
上
に
附
加
す
べ
き
は
漁
業
規
則
と
の
闘
係
に
於
け
る
入
舎
漁
場
開
係
の
不
合
理
性
で
あ
る
。
楳
加

を
異
に
せ
る
多
数
の
漁
椛
者
が
競
漁
す
る
入
合
漁
場
開
係
は
、
規
律
あ
る
漁
業
監
督
や
漁
業
警
察
的
取
締
を
若
し

f
、
妨
げ
、
諸
積
の
不
正
行
局
に
門
戸
を
聞
き
、
盗
品
川

γ
密
漁
共
他
の
反
則
行
錦
に
械
命
日
h
T
奥
円
4
0
0

漁
業
法
、
刑

日
出
、
漁
業
時
一
山
内
山
令
共
他
に
於
て
漁
場
愛
護
の
目
的
含
以
て
数
多
の
規
則
合
定
め
て
み
お
が
、
楳
利
聞
係
の
内
容
が

複
雑
に
し
て
且
つ
樺
利
行
使
の
様
態
が
錯
綜
せ
る
入
舎
漁
場
に
於
て
、
各
漁
権
者
の
漁
掛
の
個
b
に
つ
き
て
共
の

趨
法
な
る
や
否
や
を
見
極
め
る
こ
と
は
甚
ガ
困
難
で
あ
り
、
又
各
漁
樺
者
を
し
て
共
生
寸
規
則
を
充
分
に
遵
奉
せ
し

め
得
ベ
き
道
は
頗
る
狭
院
で
あ
る
、
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

λ
合
漁
場
に
闘
す
る
此
等
凡
て
の
事
情
は
、

λ
命
日
漁

場
の
債
値
を
減
少
せ
し
め
一
る
の
み
な
ら
十
、
之
と
相
聯
る
水
界
今
般
の
債
値
を
も
宰
乏
化
せ
し
め
一
る
。

近
代
漁
場
制
度
の
形
成
は
一
般
的
に
之
を
論
や
れ
ば
、
共
性
質
上
協
同
的
に
利
用
じ
て
始
め
て
合
理
的
な
利
用

方
法
を
樹
立
す
る
乙
と
の
出
来
る
漁
場
を
、
共
師
嵐
並
び
に
用
益
に
つ
い
て
個
人
自
由
主
義
の
樺
利
関
係
に
押
込

め
、
漁
場
の
本
質
に
反
す
る
制
度
の
形
成
を
意
味
し
て
ゐ
る
。
斯
か
る
意
味
に
於
て
近
代
漁
場
制
度
は
杢
般
的
に

漁
場
の
合
理
的
取
扱
の
道
を
塞
い
で
ゐ
る
と
見
ら
れ
る
が
、
就
中
、
漁
場
入
合
闘
係
は
、
右
に
述
べ
た
如
〈
w

最

も
不
合
理
な
漁
場
闘
で
あ
る
、

L
三
一
一
回
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

ー晶画・
~、

む

す

び



以
上
、
在
は
極
め
て
簡
単
な
が
ら
、
調
乙
の
入
合
漁
場
の
意
義
を
明
か
に
し
、
共
成
立
の
漁
場
制
度
史
上
の
一

般
的
背
景
を
述
べ
、
共
存
立
を
漁
場
の
特
質
か
ら
理
由
づ
け
る
と
共
に
共
不
合
理
性
を
論
じ
て
、
濁
乙
の

λ
舎
漁

場
に
就
い
て
大
要
を
銑
べ
た
つ
も
り
で
あ
る
。
向
ほ
一
一
暦
の
詳
し
き
説
明
が
必
要
で
あ
る
に
拘
ら
宇
議
に
省
略
せ

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
諸
貼
は
、
追
っ
て
補
説
す
る
で
あ
ら
う
。

濁
乙
に
於
て
も
入
命
日
漁
場
の
不
合
川
町
性
は
夙
に
問
題
と
な
り
、
肢
に
十
九
世
紀
中
葉
に
相
次
で
制
度
さ
れ
た
各

聯
邦
の
漁
業
法
の
多
〈
が
共
の
改
勝
。
整
理
を
規
定
し
て
ゐ
る
の
で
J

の
る
が
、
私
は
本
稿
の
目
的
上
故
意
に
‘
迩

代
漁
業
法
に
閲
し
て
桂
べ
に
所
で
は
特
別
に
之
に
鯛
れ
ぬ
こ
と
と
し
た
。
各
聯
邦
の
入
合
百
漁
場
整
理
施
設
を
精
察

し
、
化
日
的
川
県
ヤ
批
判
し
、

L
4
2
?佐
川
1
r
-
R
)
J
k
s
d
l
蒔
ヒ
)
J
L
-

主
張

'
T
K
r

リ

i
y
I
F
-
-一症が一
Q
V
A司
品
川
伊

6
3
2説。
t
険

性

v
f
k
j
h
t

"
明
り
匹
目
刻

M
L
T
、

品
引
ド

f
U
1日
間

ι
H
V
P
U
4
H

け
る
同
問
題
及
び
特
に
我
聞
に
於
け
る
入
漁
並
び
に
漁
場
入
舎
に
闘
す
る
問
題
を
研
究
す
る
こ
と
と
共
に
、
漁
場

制
度
研
究
上
賞
際
的
に
要
求
せ
ら
る
う
所
の
課
題
で
あ
る
。
本
稿
を
草
せ
ん
と
し
た
私
の
意
闘
志
右
の
課
題
を
果

き
う
と
す
る
姑
に
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
な
は
、
そ
の
研
究
に
入
る
に
光
も
て
、
取
敢
や
以
上
を
以
て
燭

乙
白
入
舎
漁
場
開
係
の
大
韓
を
概
説
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

(
昭
和
九
、
十
、
二
五
〉

濁
乙
の
漁
場
入
曾
制
度
に
就
い
て

第
四
十
巻
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